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『法華経』における一分不成仏説の問題 
                                                  

松本史朗 

 

 本論に入る前に、在家仏教こころの研究所で開かれた法華経思想懇談会におい

て、久保継成博士と津田眞一博士によって披瀝された見解に関して、若干の私見

を述べておきたい。即ち、第４回の法華経思想懇談会（2007 年 3 月 19 日）に

おいて久保博士は「法華経に示された“悟り”」と題して発表され、第５回の法

華経思想懇談会（2007年 6月 25日）において津田博士は「私の最近の仮説〈「方

便品」三世代関与説〉とその射程について」と題して発表されたが、これらの発

表を拝聴した者の務めとして、私見を若干述べておきたいのである。予め言えば、

以下のコメントにおいて、私は両博士の主張の根本に関し、それを正面から論評

しえたとは考えていない。ただ両博士の所説の一端について、若干の私見を述べ

ただけであることを、お断りしておきたい。 

 

0. 久保継成博士・津田眞一博士の所論について 

 

I.「安楽行品」のtasyAM(SP,285,10)の解釈 

久保博士は「安楽行品」の次の経文について、解釈を示された。［南条・ケル

ン本を使用］ 

[1] dUre yUyaM kulaputrA anuttarAyAH samyaksaMbodher na tasyAM  

yUyaM saMdRSyadhve/(285,9-10)                            

 この経文の漢訳（大正９巻）は、次の通りである。 

[2] 其族姓子、則遠無上正真之道、而不得近仏天中天所在行処。 

（『正法華』109a8-9） 

[3] 汝等去道甚遠、終不能得一切種智。（『妙法華』38b7-8） 

 また研究者による翻訳も、以下に示しておこう。 

(Il ne leur dit pas:) Vous êtes bien e@loigne@s, ô fis de famille, de l’e@tat 

suprême de Buddha parfaitement accompli; vous ne vous y montrez pas 

arrive@s; (Burnouf,173,12-13) 

(He does not say:) You young men of good family, you are far off from 

supreme, perfect enlightenment; you give proof of not having arrived at 

it; (Kern,271,17-19) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊ この論文は、2007年 11月 19日に在家仏教こころの研究所で行われた第６回法華経思想

懇談会において発表されたものに、僅かな修正を加えたものである。 
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善家男子よ、汝等は無上なる正等覚を距つること遙遠なり。汝等は之を現示 

せじ。（南条・泉訳,318,7-8） 

良家の息子たちよ、諸君らは、この上ない完全なさとりから、遠く離れてい

る。諸君らはそれを見ないのだ。（岩本訳、中 263,11-12） 

良家の子らよ、あなたがたはこの上ない正しい菩提から遠く離れ、あなたが

たがそれ(菩提)にあらわれることはない。（松濤訳、II,72,3-4） 

善家の男子たちよ、そなたたちは無上の覚りからきわめて遠くにあり、そな

たたちはそれ(菩提)を明らかに見ることができない。（中村訳、下 46,9-10） 

問題は、[1]後半の“na tasyAM yUyaM saMdRSyadhve"(Tib,khyed de na mi 

snaG Go/P,122b3) にあるが、この部分に対する久保博士の「そこには見られな

い」（１）という翻訳は正当と思われるにもかかわらず、従来の研究者による諸訳

は、必ずしもこれと一致していない。中村訳の「それ（菩提）を明らかに見るこ

とができない」という訳は、私には理解に苦しむものである。さらに『正法華』

の「不得近---所在行処」や『妙法華』の「不能得」も、久保博士の訳と一致しな

いように見える。 

 しかも、[1]の“tasyAM”には、tasyA(A,B),tasya(W)などの異読が多い。G2で

はtahyaであり, Kashgar写本では tatra dharmeXu「それらの諸法において」で

ある。このうち後者の読みは、tasyAMという読みとは大きく異なっている。 

いずれにせよ、テキストに関して疑問があることを考慮しても、少なくとも、

問題の“tasyAM”から、菩提（bodhi）を、「菩薩行を行う者の精神的領域」と

か「現実の人間がその中に心を置くことの出来る精神的領域」（２）と規定するこ

とは困難であるかもしれない。これは勿論、「その中に心を置くことの出来る」

という語の意味を、「その中にいる」または「その中に見られる」と解した場合

の困難を言うものではあるが。 

 

II. 「方便品」第 75-77偈（vv.75c-77b）の解釈。付加と見るべきか。 

 

まず、「方便品」第 75-77偈に対応する散文部分には、次のようにある。 

[4] yair api SAriputra sattvais teXAm atItAnAM tathAgatAnAM samyak- 

saMbuddhAnAm antikAt saddharmaH Srutas te Fpi sarve FnuttarAyAH  

samyaksambodher lAbhino FbhUvan//(41,8-9) 

ここには、過去の諸仏から正法を聞いた衆生たちは、すべて無上正覚を得る者

(lAbhin)となったという趣旨が述べられている。つまり、「聞法による菩提」が説

かれているのである。 

しかるに、これに対応する第 75－77 偈には、次のようにある。 

[5] ye cApi sattvAs tahi teXa saMmukhaM SRNvanti dharmam atha vA  
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SrutAvinaH/  

↱↱↱↱dAnaM ca dattaM caritaM ca SIlaM kXAntyA ca saMpAdita 

sarvacaryAH// 75 

      vIrye ca dhyAne ca kRtAdhikArAH prajJAya vA cintita eti dharmAH/ 

      vividhAni puNyAni kRtAni yehi te sarvi bodhAya abhUXI lAbhinaH// 76 

      parinirvRtAnAM ca jinAna teXAM ye SAsane kecid abhUXi sattvAH/↲↲↲↲ 

      kXAntA ca dAntA ca vinIta tatra te sarvi bodhAya abhUXi lAbhinaH// 77 

ここには、「聞法による菩提」だけではなく、「施戒忍進定慧という六波羅蜜に

よる菩提」も説かれている。従って津田博士は、「六波羅蜜を説く部分」である

75c－77ｂ([5]のうち↱↲↱↲↱↲↱↲で括った部分)を、「第二世代」の人々が、「大乗仏教の行

についても述べられて当然であると考へてそれを附加したのであろう」と論じら

れた。（３）これは鋭い指摘であったと思われる。私自身も、津田博士の指摘を知

る以前は、上掲の二つの文章[4][5]の趣旨の相違に気づかなかったからである。 

 しかし、[5]自体において 75c－77b の附加が起こったとするよりも、[5]のテ

キストは、元来その様なものであったと見ることはできないであろうか。つまり、

「聞法による菩提」を説く散文[4]に、「六波羅蜜による菩提」を附加したものが

偈[5]のテキストであると見るのである。私見によれば、「方便品」は散文部分が

偈の部分に先行して成立したと考えられる。これは、日本の学界では、布施浩岳

博士から辛嶋静志氏にいたる偈先行説（４）とは、明確に矛盾するものであるが、

私は「方便品」偈の部分は、「譬喩品」散文部分で『法華経』に導入された大乗

思想に支配されていると見ている。それ故、私にとって、[5]という偈に大乗仏

教の行たる六波羅蜜が説かれていること、そして散文[4]にそれが説かれていな

いことは、偈[5]の大乗思想と散文[4]の非大乗思想(仏乗思想)との思想的相違を明

示するものとして、極めて自然に理解されるのである。 

津田博士は、[5]において、75c-77bを附加と見なされたが、博士によって附加

部分とは考えられていない 77ｃにも、kXAntAの語が存在する。これを『正法華』

は「忍辱」（71a20）と訳し、チベット訳はbsod(P, 24a7)と訳している（ただし

『妙法華』はkXAntA ca dAntA ca vinIta全体を「善軟心」8c15 と訳す）。つまり、

ここにも、六波羅蜜の一つである忍辱が言われていることになる。勿論、六波羅

蜜のすべてが、そこに言及されているわけではないので、そこに「六波羅蜜によ

る菩提」という大乗思想が説かれているということにはならない。しかし、77c

におけるkXAntAの語は、77cと、その前にある附加部分とされる75c－77bとが切

り離せないことを、漠然と示してはいないであろうか。 

かくして、現在のところは、散文[4]が説く「聞法による菩提」という教説に、

「六波羅蜜による菩提」という大乗的教説を附加して成立したものが偈[5]のテ

キストであると見ておきたい。 
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１．『妙法華』に見られる一分不成仏説的表現の考察 

 

a)「譬喩品」散文部分の末尾の文章について 

  『妙法華』「譬喩品」の散文部分の末尾には、次のような訳文が存在する。 

[6] 如来有無量智慧力無所畏諸法之蔵、能与一切衆生大乗之法。但不尽能受。

舎利弗、以是因縁、当知、諸仏方便力故、於一仏乗、分別説三。 

（13c14－18） 

ここで、「但不尽能受」（但し、尽くは受くること能わず）は、一分不成仏説を

説くものではではないであろうか。Hurvitzの英訳は、“but they are not all able 

to accept it ”（Hurvitz,p.64）である。 

 しかるに、梵語原文と『正法華』の訳は、次の通りである。 

[7] tathAgato hi SAriputra prabhUtajJAnabalavaiSAradyakoSakoXThAgAra- 

samanvAgataH pratibalaH sarvasattvAnAM sarvajJajJAnasahagataM  

dharmam upadarSayitum/ anenApi SAriputra paryAyenaivaM  

veditavyam/ yathopAyakauSalyajJAnAbhinirhArais tathAgata ekam eva 

mahAyAnaM deSayati// (82,8-10) 

     というのも、舎利弗よ、如来は、多くの知慧と力と無所畏の蔵・倉庫を具

足していて、一切衆生に、一切智者の智によって伴われる法を説示するこ

とができるからである。この因縁によって、舎利弗よ、次のように知るべ

きである。即ち、方便善巧と知を成就することによって、如来はただ一つ

の大乗(mahAyAna)を説くと。 

[8] 当知、如来等覚、有無央数倉庫帑蔵、以得自在、為諸黎庶、現大法化諸通

愍慧。当作是知、当解此誼、如来等正覚、善権方(力)便、以慧行音、唯説

一乗、謂仏乗也。(76b11-14) 

 これによって、『妙法華』の「但不尽能受」が、梵語原文および『正法華』に

全く対応の無いことが知られる。おそらく『妙法華』のこの語は、時代とともに

次第に有力となっていく大乗思想にもとづく三乗各別説、一分不成仏説、種姓論

に影響された羅什によって、意図的に附加されたものであろう。 

また、[6]の「於一仏乗、分別説三」の語も、既に『妙法華』「方便品」散文部

分(7b26-27)に出るとはいえ、そしてまたそこでは、梵語原文との対応が基本的

には認められるとはいえ、ここの[6]の原文には三乗の語はないので、[6]は三乗

各別説を支持している表現のように映ずるのである。 

 因みに、基は、『法華玄賛』で、[6]について、次のような註釈を加えている。 

[9] 但諸衆生、或有有性、或有無性、或有定性、或有不定性、 

或初楽小後方楽大。由是、不尽皆領受。所以我昔初説三乗、 

今説一実。故非虚妄、漸誘法故。（大正 34,756a14-18） 
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 これは、瑜伽行派の三乗各別説的な種姓論の立場からする註釈と見なし得るで

あろう。というのも、瑜伽行派の三乗各別説は、その四種声聞説と結びついてい

るが、この四種声聞説を『法華玄賛』では認めている(34,742b)からである。 

なお、私は、『妙法華』の「但不尽能受」という語によって示される一分不成

仏説的、三乗各別説的解釈は「譬喩品」の内容に合致しないとは考えていない。

というのも、「譬喩品」自体に、このような解釈を可能にする経文が存在すると

思うからである。即ち、「譬喩品」末尾の偈の部分には、身体的障害に対する差

別的な表現が多用されているだけではなく、次のような所説が認められるのであ

る(『妙法華』により示す)。 

[10] 斯法華経、為深智説。浅識聞之、迷惑不解。（15b14－15）［III,109ab］ 

[11] 以是因縁、我故語汝、無智人中、莫説此経。 

    若有利根、智慧明了、多聞強識、求仏道者、如是之人、乃可為説。

(16a9-12)[III,136-137] 

 即ち、ここには、衆生を「浅識」「無智人」と「利根」「智慧明了」「強識」と

に二分する考え方が認められる。後者は、「求仏道者」即ち、菩薩であるから、

ここでは衆生が菩薩と非菩薩とに二分され、「菩薩だけに『法華経』を説け」と

述べられていることが理解される。言うまでもなく、『法華経』を聞くものだけ

が成仏できるとされるのであるから、非菩薩は成仏から切り捨てられることにな

る。これは明確な一分不成仏説であり、三乗各別説であると見ざるをえないであ

ろう。（５） 

 

b)「信解品」末尾の偈の問題点 

 『妙法華』の「信解品」末尾の偈とは、次の通りである。 

[12] 随諸衆生、宿世善根、又知成熟、未成熟者、 

種種籌量、分別知已、於一乗道、随宜説三。(19a9-11) 

「譬喩品」散文部分の末尾の文章[6]の最後に「於一仏乗、分別説三」という表

現があったのと同様に、「信解品」末尾の偈である[12]の最後にも、「於一乗道、

随宜説三」という表現がある。しかるに、ここでも、[6]におけるのと同様に、

三乗を意味する「三」に対応する語は原文に存在しないのである。 

この点を確認するため、[12]に対応する梵語原文および『正法華』の訳文を示

してみよう。 

[13] tathAgataS carya prajAnamAnaH sarveXa sattvAna tha pudgalAnAm/ 

       bahuprakAraM hi bravIti dharmaM nirdarSayanto imam agrabodhim// 

（120,7-8）[IV,62] 

      如来は、一切の衆生や人々の行為を知っていて、 

この最高の菩提を示しつつ、多くの種類をもつ法を語る。 
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[14] 如来皆覩、衆人性行、他人心念、一切群萌、 

以若干法、而致堕落、以法示現、此尊仏道。（83a26-29） 

 即ち、[13]には、三乗に相当する語は存在しない。勿論、bahuprakAram「多

くの種類をもつ」という形容詞の「多くの種類」を、『妙法華』の訳者が三乗と

解釈して、[12]では「三」という訳語を用いたということは、充分考えられる。

つまり、[13]の第 62偈後半(62cd)のうち、nidarSayanto imam agrabodhim「こ

の最高の菩提を示しつつ」を「於一乗道」と訳し、bahuprakAraM hi bravIti  

dharmam「多くの種類をもつ法を語る」を「分別説三」と訳したと考えるので

ある。しかし、それにもかかわらず、『妙法華』の[12]は「三」の語を用いるこ

とによって、原文の[13]に比べて、より明確に三乗各別説を指示する表現になっ

ているように思われる。 

この点で、原文[13]では、bahuprakAramは、あくまでも単数名詞である

dharmamを形容していることも、注意しておかなければならない。つまり、[13]

では「多くの種類をもつ[一つの]法を語る」と述べているのであって、[12]の「説

三」という訳語によって想定されるような「三乗を説く」というような文章が原

文としてあるのではないということは、理解しておく必要があるであろう。 

 また『妙法華』の訳者である羅什は、「譬喩品」の[6]において「分別説三」と

いう訳語を与え、「信解品」[12]でも「分別知已---随宜説三」という翻訳を提示

したが、両者で用いられた「分別」という語にも、対応する原語は存在しない。

すでに若干述べたように、『妙法華』の「方便品」散文部分には、 

[15] 諸仏、以方便力、於一仏乗、分別説三。（7b26－27） 

という有名な訳文があるが、ここでも「分別」には、対応する原語は存在しない。

というのも、[15]の原文は次の通りだからである。 

[16] tadA SAriputra tathAgatA arhantaH samyaksaMbuddhA  

upAyakauSalyena tad evaikaM buddhayAnaM triyAnanirdeSena  

nirdiSanti// (43,6-8) 

      そのとき、舎利弗は、如来・阿羅漢・正覚者たちは、方便善巧によって、

その唯一つの仏乗を、三乗という説示(triyAna-nirdeSa)によって、説示す

る。 

 それ故、松濤訳「三つの乗り物に分解し」（I,p.56）や中村訳「三つの乗り物に

分けて（分別して）」(上,p.43)は、『妙法華』[15]の「分別」という訳語にひかれ

た不適切な訳であると思われる。 

 “一つのものを、三つに分けて説く”というような表現は、「方便品」第 118

偈のtridhAvibhajyeha prakASayeyam(II,118d)(「分為三乗」『正法華』72b16,「亦

応説三乗」『妙法華』9c18)や同第 121偈のtRdhA ca kRtvAna prakASayAmaH(II, 

121b)(「分為三乗」『正法華』72b23,「分別説三乗」9c24)に根拠をもつのであろ
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うが、“同じ粘土(mRttikA)から様々な器を作る”という「薬草喩品」にも見られ

る比喩(132,7-10)[この比喩は勿論、mRttikAという語を使用する点から考えても、

ChAndogya UpaniXad(VI,1,4)との関連でその意義が理解されなければならない

が]と同様に、三乗各別説、三乗真実説的なニュアンスが強いと考えられる。 

 すでに述べたように、私見によれば、「方便品」の偈は「譬喩品」散文部分で

導入された大乗思想、三乗各別説の影響下にあると考えられるが、その「方便品」

偈に見られるtridhA vibhajya「三様に分けて」とかtRdhA ca kRtvAna「三様に為

して」という表現は、「方便品」偈の思想的立場が三乗各別説と緊密な関係にあ

ることを物語っていると思われる。 

 

c)「薬草喩品」における「差別」と「種性」 

 まず『妙法華』「薬草喩品」の「雲雨譬喩」（６）に見られる有名な文章を、以下

に掲げよう。 

[17] 雖一地所生、一雨所潤、而諸草木、各有差別。(19b5-6) 

 これは、“諸の草木は、同一の大地から生じ、同一の雨によって潤されている

が、しかし相互に異なっている“という意味に理解できるが、しかし、三乗各別

説を明示するかのような「(各有)差別」の語には、対応する原語が存在しない。

つまり、[17]に対応する原文は次の通りなのである。 

[18] ekadharaNIpratiXThitAS ca te sarva oXadhigrAmA bIjagrAmA  

ekarasatoyAbhiXyanditAH/ (122,7-8) 

      [W本にはbIjagrAmAは欠落している。『妙法華』によったためか？] 

      それら一切の薬草の群れ、種子の群れは、同一の大地に依存し、一味の水

によって、潤されている。 

 確かに、後論するように、[18]の直前には、te ca pRthak pRthag nAnAnAma- 

dheyAni pratilabhante「それらは、別々に、様々の名前を得る」という表現が

あり、また中村訳(上 p.261,n.6)が注記するように、Kashgar本では、[18]の直

後にpRthak pRthak ca puXpaphalAni prasavaMti「別々に、諸の花・果を産む」

という表現があるので、[17]の「各有差別」のうち「各」は、これらの表現の

pRthak pRthakやnAnAに対応していると見ることも可能かもしれない。しかし、

「差別」の原語はどこにも存在しない。この点で、『妙法華』[17]の「各有差別」

は、三乗の各別性に力点を置いた表現と見ることができるであろう。 

 しかも、『妙法華』では、「種性」について語る次のような文が、[17]の直前に

見られるのである。 

[19] 諸樹大小、随上中下、各有所受、一雲所雨、称其種性、而得生長、 

華果敷実。(19b3-5) 

 ここには、「其の種性に称いて」“in keeping with its nature”(Hurvitz,p.101)
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とあり、また「随上中下」と述べられることからしても、ここで「種性」とは、

三乗それぞれの gotraを意味しているように受け取られるかもしれない。しかし、

[19]に対応する原文には gotra の語は存在しない。即ち、次の文章が[19]に対応

する原文と考えられる。 

[20] te caikaraseNa vAriNA prabhUtenaikameghapramuktena yathAbIjam  

anvayaM vivRddhiM virUDhiM vipulatAm Apadyante tathA ca  

puXpaphalAni prasavanti te ca pRthak pRthag nAnAnAmadheyAni  

pratilabhante/ (122,5-7) 

またそれらは、一つの雲(eka-megha)から放たれた多くの一味(eka-rasa)

の水によって、各自の種子に応じて(yathA-bIjam)、相続(anvaya)・成長

(vivRddhi)・増長(virUDhi)・広大(vipulatA)に至る。また同様に、華果を産

み、またそれらは、別々に(pRthak pRthak)様々の名前(nAnA-nAmadheya)

を得る。 

 この[19]と[20]の対応によれば、[19]の「称其種性」は[20]のyathAbIjamの訳

であり、従って、bIjaが「種性」と訳されたことが理解される。[20]のyathAbIjam

は、『正法華』では、おそらく「随其種類」(83b13)と訳されていて、羅什はbIja

の訳語を、ここでは、「種類」から「種性」に変更したと考えられる。 

しかるに、『妙法華』の「薬草喩品」には、「種性」の語が用いられた箇所が、

もう一つある。その箇所は、次の通りである。 

[21] 如彼大雲、雨於一切草木叢林及諸薬草、如其種性、具足蒙潤、各得生長。

(19b21-23) 

 ここで、「如其種性」の原語とは何であろうか。この点を確認するため、[21]に

対応する原文と、さらにそれに対応する『正法華』の訳文を、以下に示そう。 

[22] tadyathApi nAma kASyapa mahAmeghaH sarvAvatIM  

trisAhasramahAsAhasraM lokadhAtuM saMchAdya samaM  

vAri pramuJcati sarvAMS ca tRNagulmauXadhivanaspatIn  

vAriNA saMtarpayati yathAbalaM yathAviXayaM yathAsthAmaM  

ca te tRNagulmauXadhivanaspatayo vary Apibanti svakasvakAM  

ca jAtipramANatAM gacchanti/ (123,13-124,2) 

      例えば、実に、迦葉よ、大雲が一切の三千大千世界を覆い、等しい(sama)

水を放ち、一切の草・潅木・薬草・森林樹を、水によって満足させる。そ

して、それらの草・潅木・薬草・森林樹は、各自の力に応じて(yathA-balam)、

各 自 の 場 所 に 応 じ て (yathA-viXayam) 、 各 自 の 勢 力 に 応 じ て

(yatha-sthAmam)、水を飲み、各自それぞれの種類の大きさ(jAti-pramANa)

になる。 

[23] 猶如大雨、普仏世界、滋育養生、等無差特。(83c3-4) 
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 ここで、『妙法華』[21]と原文［22］の対応を考えてみると、[21]の「如其種

性」は、[22]のyathAbalaM yathAviXayaM yathAsthAmaMの訳語であるというこ

とが、まず考えられる。しかし、また同時に、svakasvakAM jAtipramANatAMを

訳したものとも見られるのである。つまり、ここでjAti-pramANaとは、何であろ

うか。チベット訳はこれを、rigs dan tshad(P,55a3)、つまり、「種類（種姓）と

量（大きさ）」と訳すのであるが、jAti-pramANaという複合語を、「jAtiとpramANa」

というように、並列複合語(dvandva)に解するのは適切ではないであろう。jAti

という語は、本来「生まれ」を意味し、「生まれによって定まる種類」をも指し、

『梵和大辞典』によれば、「生」以外に、「種」「性」「種性」とも漢訳されたとさ

れている。また、jAtiはカースト制度のカースト（caste）に対応する語と考えら

れ、“生まれによる差別”というものと結びつく観念でもある。「薬草喩品」のう

ち『妙法華』には訳されていない部分には、jAty-andhaという語が多用されるが

(133,3ff.)、この語は「生まれつき盲人」を意味している。 

 以上の点を考慮するならば、jAti-pramANaとは、「各自、生まれによって定ま

っている大きさ」「生まれによる量」を意味すると考えるのが適切であろう。jAti

に対するチベット訳のrigsも、「種類」を意味するとともに、またgotra「種姓」

「種性」の訳語としても使用される。従って、[21]の「如其種性」中の「如」は、

yathAbalaM yathAviXayaM yathAsthAmaMのyathAの訳と見なされるとしても、

「種性」はむしろjAtiの訳であると見るべきであろう。 

 そこで問題となるのは、『妙法華』の訳者である羅什は、瑜伽行派的なgotra

論、つまり、三乗のgotraは各別であるというような理論を知っていたであろう

かという点なのである。『法華経』の梵本それ自体には、gotraの語が 4 回

(18,5;27,15;154,5;207,79)使用されているが、それは単に家柄という意味であり、

三乗各別の種姓を意味するものではない。しかし、『妙法華』の訳者羅什は、４

世紀後半から５世紀初頭にかけて活躍した人物であり、『妙法華』の翻訳（406

年）の約十年後の 414 年には、瑜伽行派の基本的典籍であるBodhisattvabhUmi

『菩薩地』が、曇無讖によって『菩薩地持経』として翻訳されているのである。 

このような状況を考える時、『法華経』それ自体が瑜伽行派のgotra論以前のも

のであることは明らかであろうが、しかし、その訳者である羅什が、瑜伽行派的

な三乗各別説を根拠づけるようなgotra論を全く知らなかったとは、考えにくい

であろう。それ故、羅什は、[19]の「称其種性」においても、[21]の「如其種性」

においても、瑜伽行派の三乗各別説的gotra論の考え方を、「種性」という訳語を

用いることによって、自らの訳文に持ち込んでいるように思われる。 

この点を確認するために、さらに『妙法華』の「薬草喩品」から次の文を引い

ておこう。 

[24] 如彼草木叢林諸薬草等、而不自知上中下性。（19c2-3） 



 78 

 ここで、「上中下性」の「性」が、[19][21]の「種性」と同義であること、およ

び、「上中下性」とは、「上中下」の三乗に各別の「種性」を意味していることは、

明らかであろう。すると、ここで「上中下性」という訳語によって語られている

ものは、瑜伽行派の三乗各別説的 gotra論と基本的には一致するものと考えられ

るであろう。 

しかるに、上掲の[24]に「上中下性」と言われるにもかかわらず、このうちの

「性」に対応する原語があるわけではない。つまり、梵本には、単に 

tRNagulmauXadhivanaspatInAM hInotkRXTamadhyamAnAm(124,10)「劣(hIna)・

勝(utkRXTa)・中(madhyama)の草木・潅木・薬草・森林樹の」とあるだけなので

ある。従って、羅什が三乗各別説的な「性」「種性」の観念を自己の訳文に導入

しようとしていることは、明らかであろう。 

同様のことは、「薬草喩品」第 34 偈についても、言うことができる。この偈の

原文、『正法華』『妙法華』の訳文を以下に列挙してみよう。 

[25] samaS ca so dharma jinena bhAXito meghena vA vAri samaM  

pramuktam/  

citrA abhijJA ima evarUpA yathauXadhIyo dharaNItalasthAH//  

(130,5-6) [V,34] 

      その等しい(sama)法が勝者によって説かれた。等しい水が雲によって放た

れたように。 

     このこのような神力は多様(citra)である。地面にある諸の薬草のように。 

[26]最勝講法、則為平等、猶如慶雲、普一放雨、 

神通無碍、如此比像、若如衆薬、在於地上。（『正法華』84c14-17） 

[27]仏平等説、如一味雨、随衆生性、所受不同、如彼草木、所稟各異。 

（『妙法華』20b2-4） 

 即ち、ここでも、『妙法華』[27]の「随衆生性」の「性」は、『妙法華』[19][21]

の「種性」と同義であるが、その「性」に対応する原語があるわけではない。つ

まり、ここでも羅什が、瑜伽行派が主張する gotraのような、三乗各別説を根拠

づける「種性」の観念を訳文に持ち込もうとしていることは、明らかだと思われ

る。 

 

２．結論 

 

 『妙法華』には、『法華経』原典それ自体と比べれば、より明確な一分不成仏

説的表現、三乗各別説的表現、瑜伽行派の種姓論に近似する「種性」論が認めら

れる。これは、『法華経』それ自体の基本的立場が、「方便品」の「仏乗」という

語によって示される一乗真実説から、「譬喩品」の「大乗」という語によって意
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図される三乗各別説・一分不成仏説へと変化していったことと関連するであろう。

即ち、『法華経』それ自体の中に、「譬喩品」以降は三乗各別説的要素、一分不成

仏説的要素が見られ、これが『法華経』以後、時代とともに益々発展していき、

最終的には『涅槃経』の一闡提不成仏説や瑜伽行派の三乗各別説的種姓論に結実

することになるのである。「薬草喩品」[22]のjAtiについて論じるまでもなく、「譬

喩品」以降、様々な差別的観念が『法華経』に混入してくるのである。        

(2007年 11月 4日) 
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